
五

認
定
割
賦
販
売

協
会

前
事
業
年
度
末
に
お
け
る
財
産
目

録
、
前
事
業
年
度
の
収
支
決
算
書
及

び
当
該
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書
並

び
に
前
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
及

び
当
該
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書

毎
事
業
年
度
経
過
後

三
月
以
内

経
済
産
業
大
臣

平成™˜年�月™�日 金曜日 (号外第˜š�号)官 報

様
式
第
７
中「

前
受
業
務
保
証
金
取
戻
し
承
認
書
」

を「
前
受
業
務
保
証
金
取
戻
承
認
書
」

に
、

「
第
3
5条
の
３
の
３

に
お
い
て
準
用
す
る
第
2
0条
の
４
第
２
項
」

を「
第
3
5条
の
３
の
6
2に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。」

に
、

「
Ｂ
列
４

番
」

を「
Ａ
列
４
番
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
第
一
章
の
二
、
第
二
章
及
び
別
表
」
を
「
第
二
章
、
第
三
章
（
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
七

条
ま
で
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
第
四
号
、
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十

一
条
ま
で
及
び
第
三
節
を
除
く
。）、
第
七
章
及
び
別
表
第
一
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
一
条
の
十
四
に
規
定

す
る
場
所
」
を
「
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
営
業
所
等
（
第
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
営
業
所
等
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
別
表
第
一
号
」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
本
店
」
を
「
主
た
る
営
業
所
」
に
改
め
、「（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）」
を
削

り
、「
第
三
十
五
条
の
三
の
三
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
の
六
十
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
五
条
の
三

の
三
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
の
六
十
二
」
に
、「
第
二
十
四
条
の
表
第
一
号
」
を
「
第
百
三
十
六
条
の
表
第
一
号
」

に
改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
二
中「（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）」を
削
り
、
同
条
を
第
百
三
十
九
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を

第
百
三
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
中
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
六
項
」
に
、「
様
式
第
十
二
」
を「
様
式
第
三
十
二
」

に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
表
第
一
号
中
「
第
三
十
五
条
の
三
の
二
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
の
六
十
一
」
に
、「
様
式
第
十
の

六
」
を
「
様
式
第
二
十
八
」
に
、「
及
び
損
益
計
算
書
」
を「（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）、
損
益
計
算
書

（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
」
に
、「
様
式
第
十
一
」
を
「
様
式
第
二
十
九
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
登
録
割
賦

購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
」
を
「
登
録
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
又
は
登
録
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
」
に
改

め
、「
様
式
第
十
の
六
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
及
び
収
支
に
関
す
る
報
告
書
又
は
」
を
削
り
、「
及
び
損
益
計
算
書
」
を

「
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
事
業
報
告
書
」
に
改
め
、
同

表
第
三
号
中
「
様
式
第
十
一
の
二
」
を
「
様
式
第
三
十
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
中
「
様
式
第
十
一
の
三
」
を
「
様

式
第
三
十
一
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
四
条
を
第
百
三
十
六
条
と
す
る
。

第
四
章
を
第
八
章
と
す
る
。

第
三
章
を
削
る
。

第
十
五
条
の
七
第
一
項
中
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
十
の
四
」
を
「
様
式
第

二
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
十
の
五
」
を
「
様
式
第
二
十
六
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
一
条

と
す
る
。

第
十
五
条
の
六
中
「
様
式
第
十
の
三
」
を
「
様
式
第
二
十
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
条
と
す
る
。

第
十
五
条
の
五
第
一
項
中
「
様
式
第
六
」
を
「
様
式
第
九
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
添
附
」
を
「
添
付
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
」に
改
め
、「
書
面
」

の
下
に「（
法
第
三
十
五
条
の
五
第
七
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
条
を
第
百
二
十
九
条
と
す
る
。

第
十
五
条
の
四
第
二
号
の
表
第
一
号
中
「
第
三
十
五
条
の
三
の
三
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
の
六
十
二
」に
改
め
、

同
表
第
四
号
中
「
行
な
い
、
ま
た
は
」
を
「
行
い
、
又
は
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
二
十
八
条
と
す
る
。

第
十
五
条
の
三
中
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
二
十
七
条
と
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
様
式
第
十
の
二
の
二
」
を
「
様
式
第
二
十
三
」
に
改
め
、同
条
第
二
項
第
二
号
中「
及

び
損
益
計
算
書
」
を「（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。）、
損
益
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。）及
び
株
主
資
本
等
変

動
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。）」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
条
の
十
六
第
三
項
」
を
「
第
十
二
条
第

三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
章
の
三
を
第
五
章
と
し
、
同
章
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。

第
六
章

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
の
適
切
な
管
理
等

（
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
の
適
切
な
管
理
）

第
百
三
十
二
条

法
第
三
十
五
条
の
十
六
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
の
適
切
な
管
理
に
つ
い
て
従
業
者
の
権
限
及
び
責
任
を
明
確
に
定
め
、
当
該
管

理
に
関
す
る
規
程
類
を
整
備
し
、
当
該
規
程
類
に
従
つ
て
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
の
適
切
な
管
理
を

行
う
こ
と
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
七
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
並
び
に
割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す

る
た
め
、
割
賦
販
売
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

甘
利

明

割
賦
販
売
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
割
賦
販
売
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

割
賦
販
売
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

割
賦
販
売

第
一
節

総
則
（
第
一
条
e

第
十
一
条
）

第
二
節

前
払
式
割
賦
販
売
（
第
十
二
条
e

第
二
十
六
条
）

第
二
章

ロ
ー
ン
提
携
販
売
（
第
二
十
七
条
e

第
三
十
五
条
）

第
三
章

信
用
購
入
あ
つ
せ
ん

第
一
節

包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん

第
一
款

業
務
（
第
三
十
六
条
e

第
六
十
二
条
）

第
二
款

包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
の
登
録
等
（
第
六
十
三
条
e

第
六
十
八
条
）

第
二
節

個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん

第
一
款

業
務
（
第
六
十
九
条
e

第
九
十
八
条
）

第
二
款

個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
の
登
録
等
（
第
九
十
九
条
e

第
百
三
条
）

第
三
節

指
定
信
用
情
報
機
関

第
一
款

通
則
（
第
百
四
条
e

第
百
八
条
）

第
二
款

業
務
（
第
百
九
条
e

第
百
十
四
条
）

第
三
款

監
督
（
第
百
十
五
条
e

第
百
十
七
条
）

第
四
款

加
入
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
及
び
加
入
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
（
第
百
十
八
条
e

第
百
二
十
一
条
）

第
四
章

前
払
式
特
定
取
引
（
第
百
二
十
二
条
e

第
百
二
十
五
条
）

第
五
章

指
定
受
託
機
関
（
第
百
二
十
六
条
e

第
百
三
十
一
条
）

第
六
章

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
の
適
切
な
管
理
等
（
第
百
三
十
二
条
・
第
百
三
十
三
条
）

第
七
章

認
定
割
賦
販
売
協
会
（
第
百
三
十
四
条
・
第
百
三
十
五
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
百
三
十
六
条
e

第
百
四
十
一
条
）

附
則

š


		2009-06-25T15:14:17+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




